
2020 年度 大阪市生活困窮者自立支援事業「就労チャレンジ事業」 

 
 
 

就労チャレンジ事業(就労準備支援)のご案内 
  

    就労チャレンジ事業(就労準備支援)とは？ 
 

様々な事情で一般的な仕事をすることが難しい方や仕事を探していてもなかなか仕事に 

結びつかない方に専門の支援員による相談や軽作業、就労体験実習など、ご本人の状況 

にあった支援を行い、就労に向け、段階的に進んでいただくことを目的とします。 

 

    対象となる方は？ 
 

大阪市内在住の方の内、 

・ 対人関係が苦手で人との関わりに不安がある。 

・ これまで働いた経験が無い。 

・ 長期間仕事をしていないため働く自信が持てない。 

・ 就職活動を行っているが就職に結びついていない。などの状態にある方 
 
 

支援内容は？ 
 

・ 働けない事情は人それぞれです。支援員がご本人と相談しながら目標を一緒に考え、 

課題をひとつひとつ解決し、ご本人に寄り添い支援します。 

・ 具体的な支援メニューは、面談、軽作業、ボランティア活動、職場見学・体験など。 
 
  
 
 

支援を受けるにはどうしたらいいの？ 
 

【申 込】まずは、各区役所内の自立相談支援機関もしくは弊社までご利用の希望を 

お伝えください。 

【相 談】ご本人や世帯の状況、これまでの仕事の経験などをお聞きします。 

【申 請】申請の際には、世帯の収入や資産状況を申告いただき、次の基準により審査 

します。(収入や資産が超えていても利用可能な場合がありますので、一度 

ご相談ください） 
   

収入の基準額（申請する月の世帯全員の収入の合計額） 

金融資産の合計額（申請する月の世帯全員の預貯金などの合計額） 

区分 収入の基準額 金融資産の合計額 

単身世帯 124,000 円以下 504,000 円以内 

２人世帯 178,000 円以下 780,000 円以内 

３人世帯 224,000 円以下 1,032,000 円以内 

４人世帯 266,000 円以下 1,284,000 円以内 

５人世帯 307,000 円以下 1,530,000 円以内 

６人世帯 353,000 円以下 1,782,000 円以内 

７人世帯 396,000 円以下 2,004,000 円以内 

               ※８人以上の世帯についてはお問い合わせください 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇事業の流れ◇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************** 
【お問合せ先】 一般社団法人ヒューマンワークアソシエーション (愛称：B サポート) 
        〒552-0001 大阪市港区波除 4-1-37HRC ビル 10 階 

       TEL 06－6581－8781 ／ FAX 06－6581－8761 ／ URL http://yarukimitekure.com/ 

本事業は大阪市から就労チャレンジ事業推進共同体(A’ワーク創造館・(一社)ヒューマンワークアソシエーション)が委託を受けて運営しています。 

 


